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平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

第

四

千

五

十

一

号

増

刊

①

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
五
十
号

－

第
五
十
二
号
）

○
福
岡
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規

　

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
情
報
政
策
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　

告
　
　
　
示
（
第
千
百
十
二
号

・

第
千
百
十
三
号
）

○
福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示�

（
林
業
振
興
課
）
…
…
…
…
…
二��

○
収
納
代
理
金
融
機
関
の
指
定
の
一
部
改
正�

（
会
計
管
理
局
会
計
課
）
…
…
…
…
…
二

　

福
岡
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
五
十
号

　
　
　

福
岡
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

　
　
　

部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年

福
岡
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

。
　

七�　

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
っ
て
実
施
す

る
外
国
人
の
保
護
に
お
け
る
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

　

第
二
十
一
条
第
三
号
中
「
第
二
十
九
条
第
八
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八

号
中
「
第
二
十
九
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
五
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　

　

福
岡
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
第
十
一
項
第
八
号
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
」

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

　

七�　

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
っ
て
実
施
す

る
外
国
人
の
保
護
に
お
け
る
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
五
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則
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附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
規
定
は

、
平
成
三
十
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

　

福
岡
県
告
示
第
千
百
十
三
号

　

収
納
代
理
金
融
機
関
の
指
定
（
平
成
五
年
一
月
福
岡
県
告
示
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
三
十
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

一
の
表
収
納
代
理
金
融
機
関
名
の
欄
中

「
福
岡
県
中
央
信
用
組
合

　

と
び
う
め
信
用
組
合　

を
「
福
岡
県
信
用
組
合
」
に
改
め
る
。

　

福
岡
県
南
部
信
用
組
合
」

す
る
。

　

第
七
十
二
条
の
表
福
岡
県
筑
後
県
税
事
務
所
の
項
中
「
山
の
井
七
六
六
番
地
の
二
」
を
「
和
泉
四
二�

三
番
地
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
九
条
の
表
福
岡
県
宗
像
児
童
相
談
所
の
項
中
「
五
丁
目
五
番
三
号
」
を
「
一
丁
目
二
番
三
号

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
中
第
九
十
九
条
の
改
正
規
定
は
平
成
三
十
一
年
一
月
四
日
か
ら
、
第
七
十
二
条
の
改
正
規

定
は
平
成
三
十
一
年
二
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
千
百
十
二
号

　

福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　

福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
福
岡
県
告
示
第
千
六
百
七
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
一
補
助
金
の
額
の
欄
中
「平

成
29年
７
月
九
州
北
部
豪
雨

」
を
「平

成
29年
７
月
九
州
北
部
豪

雨
及
び
平
成
30年
７
月
豪
雨

」
に
改
め
る
。　
　

　

別
表
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
９　

森
林
作
業
道
復
旧
緊
急
支
援

告
　
　
　
示

事
業
の
区
分

補
助
金
の
額

備　
　
考

森
林
作
業
道
の
復
旧

知
事
が
査
定
し
た
額
の
15

パ

ーセ
ン
ト
以
内

別
表
１
に
お
い
て
実
施
し
た
森
林
作
業
道
整
備
の

う
ち
、
平
成
29年

７
月
九
州
北
部
豪
雨
及
び
平
成

30年
７
月
豪
雨
で
被
災
し
た
森
林
作
業
道
の
復
旧

に
つ
い
て
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

　
こ
の
表
中
平
成
29年
７
月
九
州
北
部
豪
雨
で
被
災
し
た
森
林
作
業
道
の
復
旧
に
係
る
部
分
に
つ
い
て

は
平
成
31年
度
ま
で
、
平
成
30年
７
月
豪
雨
で
被
災
し
た
森
林
作
業
道
の
復
旧
に
係
る
部
分
に
つ
い
て

は
平
成
32年
度
ま
で
の
補
助
金
に
適
用
す
る
。


